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マイページにログイン後、「手続
情報」のタブを選択して下さい。

「安全・安心」の分類を選択して
下さい。

 導入等計画書等の届出にあたり、各事業所管省庁においてメールによる届出の他、e-Gov電子申請サービスによるオンライン届出を受付予定です。
 基本情報（申請者情報及び連絡先情報）を設定の上、届出様式及び必要な添付資料一式をまとめてアップロードすることで申請が可能です。
 現在、開設準備中のところ、提出方法の手順を事前にお知らせいたします。



届出を行う特定社会基盤事業者の
事業所管省庁を選択して下さい。

大分類「安全・安心」、中分類「基幹インフラ」、小分類「届出・報告等」
を選択して下さい。
以下３種類の手続名称が表示されるため、届出等を行う手続名称の「申請書
入力」タブを選択して下さい。

＝＝＝＝＝
「基幹インフラ制度における導入等計画書等の届出・報告等（〇〇事業）」
「基幹インフラ制度における特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更（〇〇事業）」
「基幹インフラ制度における導入等計画書に関する情報を直接○○大臣に提出する旨の報告」
＝＝＝＝＝

※総務省が管轄する〇〇事業は下記のとおり

電気通信事業、放送事業、郵便事業

・導入等計画書（様式第六（一）、様式第六（二））
・緊急導入等届出書（様式第七（一）、様式第七（二））
・勧告の応諾等に関する通知書（様式第八）
・導入等計画書の変更の案（様式第九（一）、様式第九（二））
・緊急導入等届出書の変更の案（様式第九（二））
・変更の内容を記載した導入等計画書（様式第十（一）、様式第十（二））
・変更の内容を記載した緊急導入等届出書（様式第十（二））
・導入等計画書の変更の報告書（様式第十一（一）、様式第十一（二））
・緊急導入等届出書の変更の報告書（様式第十一（二））
・特定重要設備の導入を行った後の構成設備の変更の報告書（様式第十二）

・名称等変更届出書（様式第二）

・基幹インフラ制度における導入等計画書に関する情報を直接総務大臣に提出
する旨の報告

「基幹インフラ制度における特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更
（〇〇事業）」で届出が可能な手続き

「基幹インフラ制度における導入等計画書等の届出・報告等（〇〇事業）」
で届出・報告等が可能な手続き

「基幹インフラ制度における導入等計画書に関する情報を直接〇〇大臣に
提出する旨の報告」で報告が可能な手続き



初回は申請者情報及び連絡先情
報（（法人の場合）法人名、申
請者氏名、住所）を設定して下
さい。
次回以降、申請者情報及び連絡
先情報は初期表示されます。

連絡先情報を設定して下さ
い。



「基幹インフラ制度における導入等計画書等の届出・報告等（〇〇事業）」を選択
した場合、以下の手続名称が表示されますので提出される手続名称を選択して下さい。
＝＝＝＝＝
・導入等計画書（様式第六（一）、様式第六（二））
・緊急導入等届出書（様式第七（一）、様式第七（二））
・勧告の応諾等に関する通知書（様式第八）
・導入等計画書の変更の案（様式第九（一）、様式第九（二））
・緊急導入等届出書の変更の案（様式第九（二））
・変更の内容を記載した導入等計画書（様式第十（一）、様式第十（二））
・変更の内容を記載した緊急導入等届出書（様式第十（二））
・導入等計画書の変更の報告書（様式第十一（一）、様式第十一（二））
・緊急導入等届出書の変更の報告書（様式第十一（二））
・特定重要設備の導入を行った後の構成設備の変更の報告書（様式第十二）
＝＝＝＝＝

特定社会基盤事業者が発行した
バイパスを行う際の整理番号を
入力して下さい。



届出書

添付書類

届出書や添付書類を全て添付して下さい。
（ファイルサイズは100MBまで）

作業が全て完了しましたら「内容を確認」
タブを選択し、提出して下さい。
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